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令和７年１１月２１日宣告  

令和６年（わ）第１５８号、第２１１号、第３０２号  

詐欺被告事件 

主       文 

被告人を懲役４年６月に処する。 

未決勾留日数中３７０日をその刑に算入する。 

理       由 

（罪となるべき事実） 

第１ 被告人は、Ａから投資金名目で金銭をだまし取ろうと考え、真実は、同人か

ら運用資金として交付を受けた金銭を株式投資運用に充てることなく、他の出

資者に対する元本の返済等に費消する意図であるのに、それを秘し、株式投資

運用に充てるかのように装い、さらに、被告人名義の保険の解約返戻金債権は、

被告人が同債権を担保に保険会社から借入れをしていたため、その返済に充当

される見込みであるのに、それを秘し、株式投資で損失が発生した場合には、

同債権を行使してその損失を補填するかのように装い、別表１（掲載省略）記

載のとおり、令和４年３月頃から同年１０月頃までの間に、３回にわたり、京

都市（住所省略）所在の飲食店「Ｂ」又は日本国内のいずれかの場所において、

前記Ａに対し、被告人に金銭を預ければ、株式投資運用に充てて運用益を支払

うなどと言って株式投資名目での出資を勧誘し、さらに、前記Ａに対し、運用

資金として金銭を預かり、一定額の運用益を支払う旨虚偽の内容が記載された

契約書を交付するとともに、前記解約返戻金債権がある旨記載された保険証券

の写しを交付するなどし、同人をして、被告人に出資して金銭を支払えば、そ

の全額が株式投資運用に充てられ、仮に、株式投資で損失が発生した場合には、

同債権を行使してその損失が補填される旨誤信させ、よって、同年３月２５日

から同年１１月１日までの間に、３回にわたり、同市（住所省略）所在の前記

Ａ方において、同人から現金合計６００万円の交付を受け、もって人を欺いて
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財物を交付させた。 

第２ 被告人は、Ｃ（当時６３歳）から投資金名目で金銭をだまし取ろうと考え、

真実は、同人から運用資金として交付を受けた金銭を株式投資運用に充てるこ

となく、他の出資者に対する配当金の支払や元本の返済等に費消する意図であ

るのに、それを秘し、株式投資運用に充てるかのように装い、令和４年５月中

旬頃、情を知らない前記Ｃの妻であるＤを介して前記Ｃに対し、被告人への株

式投資名目での出資を勧誘した上、同月３０日、金沢市（住所省略）前記Ｃ方

において、同人に対し、被告人にお金を預ければ、株取引に投資して運用益を

渡すなどという旨のうそを言い、さらに、前記Ｃから金銭の管理を委託されて

いた前記Ｄに対し、「運用資金として、金伍百萬円お預りいたします」「運用

期間は原則３年とし年１５％の運用益をお支払いします」「運用益の支払いは

毎年１１月、５月の末日とします」「尚、相場変動などいかなる場合において

も元本は保証するものとする」などと虚偽の内容が記載された契約書を交付す

るなどし、前記Ｃ及び前記Ｄをして、被告人に出資して金銭を支払えば、その

全額が株式投資運用に充てられる旨誤信させ、よって、同日、同所において、

前記Ｄを介して前記Ｃから現金５００万円の交付を受け、もって人を欺いて財

物を交付させた。 

第３ 被告人は、Ｅ（当時５０歳）から投資金名目で金銭をだまし取ろうと考え、

真実は、同人から運用資金として交付を受けた金銭を株式投資運用に充てるこ

となく、他の出資者に対する元本の返済等に費消する意図であるのに、それを

秘し、株式投資運用に充てるかのように装い、別表２（掲載省略）記載のとお

り、令和５年１月１２日から同年４月２０日までの間に、５回にわたり、石川

県加賀市（住所省略）所在の美容室「Ｆ」又は日本国内のいずれかの場所にお

いて、前記Ｅに対し、被告人に金銭を預ければ、株式投資運用に充てて運用益

を支払うなどという旨のうそを言って株式投資名目での出資を勧誘し、前記Ｅ

をして、被告人に出資して金銭を支払えば、その全額が株式投資運用に充てら
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れる旨誤信させ、よって、同年１月１８日から同年４月２０日までの間に、５

回にわたり、前記美容室「Ｆ」において、前記Ｅから現金合計１７００万円の

交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。 

（事実認定の補足説明） 

第１ 争点 

弁護人は、公訴事実記載の日時、場所で被告人が交付を受けた各金銭は、被

告人において、株式投資によって運用し、被害者らに運用益を交付する意思が

あったから、詐欺の故意がないと主張し、被告人もこれに沿う供述をしている。

したがって、本件の争点は、詐欺の故意及びその前提となる欺罔行為の有無で

ある。具体的には、被告人が、行為時点において、被害者らから交付を受ける

金銭を株式投資に充てる意図がなかったか否かが問題となる。 

第２ 争点に対する判断 

１ 各出資状況及びその趣旨 

⑴  出資状況 

  被告人は、被害者らから、以下のとおり金銭の交付を受けた。 

番号 日付 被害者 金額 期間 運用益交付時期 

① 令和４年３月２５日 Ａ ３００万円 １年 ３か月ごと 

② 同年５月３０日 Ｃ ５００万円 ３年 ６か月ごと 

③ 同年９月２日 Ａ ２００万円 同年末まで 明確な指定なし 

④ 同年１１月１日 Ａ １００万円 ６か月 毎月 

⑤ 令和５年１月１８日 Ｅ ２００万円 ３年 ３か月ごと 

⑥ 同月３１日 Ｅ ４００万円 ３年 ３か月ごと 

⑦ 同年２月７日 Ｅ ２００万円 ３年 ３か月ごと 

⑧ 同月２８日 Ｅ ７００万円 ３年 ３か月ごと 

⑨ 同年４月２０日 Ｅ ２００万円 同年９月末 同年９月末 
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まで 

  以下、上記の各金銭交付を「本件各交付」といい、個別に挙示する場合は、

それぞれに付した番号をもって、「交付①」などと略記する。 

⑵  出資の趣旨 

  被告人は、被害者らに対し、出資を受けた金銭を株に投資する旨告げてい

ることが認められる上、被告人自身も株に対する運用資金として交付を受け

た旨供述している。したがって、被害者らは、被告人に対し、株式投資に充

てるべき資金として、金銭を交付したと認められる。 

もっとも、弁護人が指摘するように、被害者らは取引する株式の銘柄、数

量、取引のタイミング、取引の方法などについて被告人に一任していた。こ

れに加え、相場の変動が必然的に伴うという株式投資の性質を踏まえれば、

株式の運用資金として預かった金銭を一時的に他の出資者への運用益の支払

や元本の返済に充てつつ、利益が見込める時機を待つことは一律に否定され

るものではない。 

しかし、被告人が被害者らに告げた内容及び被害者らに交付した各契約書

（交付①から④まで）によれば、上記表の「期間」欄記載のとおり運用期間

が設定され、「運用益交付時期」欄記載のとおり、被告人は一定期間ごとに、

あるいは、一定の期間内に被害者らに対して運用益を交付することとなって

いた。これらの点を踏まえると、被害者らから交付された金銭の相当額が、

遅くとも運用益交付時期までの合理的期間内に投資に充てられている状況に

することが、被告人において予定されていたといえ、被害者らにおいても、

これを前提として金銭を交付したものと認められる。 

なお、交付③については運用益交付時期の明確な指定がないものの、運用

期間が３か月弱と短く、交付された金銭が少なくともその期間内に投資に充

てられることが予定されていたといえるから、令和４年１２月末までの合理

的期間内に投資に充てられている状況にすることが、被告人において予定さ
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れていたといえ、被害者においても、これを前提として金銭を交付したもの

と認められる。 

 ２ 被告人の債務状況及び出資金の使途 

⑴  被告人の債務状況 

   被告人は、平成１４年１０月頃から株式投資における負債を抱えるように

なり、その負債は全体として継続的に増加していた。そして、被告人は、被

害者らに出資の勧誘をした際、各出資者に支払うべき運用益を除いた差引債

務（各出資の運用期間経過後の債務合計額から既返金額を差し引いたもの）

として４億４０００万円を超える負債を抱えており、各出資者に支払うべき

運用益も含めれば負債の額は８億６０００万円を超えていた。 

⑵  金銭の使途 

  ア 運用益の支払等への費消 

まず、被告人は、交付①の３００万円に加え、令和４年３月２８日に別

の出資者から１０００万円の交付を受けているところ、同月３０日に６２

７万５０００円を他の出資者２０人に支払ったほか、１０万円をＧ銀行の

被告人名義の口座に入金し、合計６３７万５０００円を費消した。 

   次に、被告人は、交付②と同日の令和４年５月３０日、５人の出資者に

対して合計４６万円を支払うとともに、Ｈ株式会社に対し、保険料として

９万０３００円を支払った。そして翌３１日に、１０人の出資者に対して

合計３９３万５０００円、Ｈ株式会社に４３万９０００円を支払ったほか、

２万円をＩ信用金庫の被告人名義の口座に入金した。上記のとおり、被告

人は、２日間合計で４９４万４３００円を費消している。 

   そして、被告人は、交付③と同日の令和４年９月２日、８人の出資者に

対して１３５万２５００円、弁護士に対して４０万円を支払い、合計１７

５万２５００円を費消した。 

   また、被告人は、交付④の後、令和４年１１月２日から４日にかけて、
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７人の出資者に対して１０４万５０００円を支払ったほか、「カ）Ｊ」、「ユ．

Ｋ」名義の口座に合計５万５０００円振り込んでおり、合計１１０万円を

費消した。 

   さらに、被告人は、交付⑤ないし交付⑨（合計１７００万円）及び令和

５年中の他の出資者による出資金を合計した２２０６万８６８０円のうち、

他の出資者への支払、生命保険や飲食店の支払等で２１９９万４８２７円

を費消した。 

イ 証券口座への入金状況 

被告人の証券口座の入金状況について、令和４年２月２日以降同年７月

１０日まで入金がないから、交付①及び交付②の金銭をそのまま証券口座

に入金したとは認められない。また、同年８月１６日の入金を最後に、そ

れ以降被告人の証券口座に入金がないことからすれば、交付③ないし交付

⑨の金銭も、証券口座に入金してはいない。 

⑶  小括 

   以上のように、被告人は、被害者らに出資の勧誘をした時点において、巨

額の負債を抱えており、かつ出資金として交付を受けた金銭のほとんどを他

の出資者への運用益の支払等に費消している状況が認められ、同金銭を証券

口座に入金できていないことから、上記時点において、交付を受けた出資金

をそのまま株式投資に充てることができる状況にはなかったといえる。 

 ３ 追加出資等の将来の見込み 

⑴  前提 

被害者らから金銭の交付を受けてから合理的期間内に、他の出資者からの

追加出資や株式投資等の結果、被害者らから交付を受けた金銭の相当額を、

株式投資に充てられる見込みがある場合には、被告人において、被害者らか

ら交付された金銭を株式投資に充てる意図がなくはなかったと考え得る余地

があるので、さらに、この点について検討する。 
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⑵  支払うべき金銭の総額 

被害者らに出資の勧誘が行われた時期における債務を検討すると、出資者

に交付すべき運用益を含めた債務総額から既返金合計額を差し引いた債務は

令和４年３月 1日時点で約８億７０００万円であり、微増微減を繰り返しつ

つも全体としてみれば増加傾向で、令和５年４月上旬から中旬においては９

億２０００万円前後で推移している。 

   そして当該期間において差引債務額の最小は、令和４年７月１５日時点に

おける８億６７９４万５８２２円である。 

⑶  追加出資、新規出資等の見込み 

   被害者らに出資の勧誘を行った時点において、追加出資や新規の出資の具

体的な予定はなかった。また、被告人は、令和４年３月以降、本件各交付の

２８００万円を含めて合計６２９９万８６７０円の出資を実際に受けたが、

令和４年７月１１日から同年８月１６日にかけて証券口座に入金された金額

は２０８万円にとどまっており、被告人は、追加出資や新規の出資を受けた

としても、本件被害金と同様に、そのほとんどを他の出資者への運用益の支

払等に費消せざるを得ない状況にあったといえる。そうすると、追加出資や

新規出資に係る金銭のうち直接株の取引に充てることができる金額は、前記

差引債務額に比して極めて限定的なものであったといえる。 

⑷  保有株式 

    被告人の取引履歴をみると、被告人は、短期での売買を行うことで利益を

得る手法をとって運用しているところ、交付①にかかる出資の勧誘が行われ

た頃の被告人による株式の保有状況をみると、令和４年３月１日現在で保有

していた株式は、約定価格にして６万６０００円分に過ぎず、交付①時点に

おいて保有していた株式はなかった。 

⑸  小括 

   以上によれば、被告人が被害者らから出資の勧誘を行った時点において、
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その後想定される追加出資や新規出資の金額は、全体の債務総額に比して少

額であり、出資者に支払うべき運用益や元本の支払債務が巨額に上っている

状況では、被告人がこれを原資として株取引を行って資金を増やし、被害者

らから交付を受けた金銭の相当額を合理的な期間内に株式投資に充てること

ができる状況となる余地は現実的には見込まれず、およそ不可能なものであ

った。 

 ４ 株式投資に充てる意図 

  前述のように、被告人は、被害者らから交付を受けた金銭をそのまま株式投

資に充てられる状況にはなかった。 

そして、被害者らから交付を受けた金銭を一時的に他の出資者への運用益の

支払等に充てながら、同金銭の相当額を合理的期間内に株式投資に充てること

ができる状況を確保することはおよそ不可能であり、被告人においても、かか

る客観的な状況は十分に認識していたものと認められる。 

そうすると、被告人には、被害者らから交付を受けた金銭を、合理的期間内

に株式投資に充てる意図はなかったといえる。 

５ 被告人の弁解 

 被告人は、被害者らから交付を受けた金銭を一時的に他の出資者への運用益

の支払等に充てたとしても、追加出資や新規出資を受け、他の出資者への運用

益の支払等を行いつつ運用を行い、運用で得た収益を充当することが十分可能

であること、契約内容に従った支払を一部の被害者に対して行っていること等

を指摘して、被告人には被害者らから交付を受けた金銭を株式投資に充てる意

図があった旨弁解する。 

 しかし、上述のように、被告人が弁解で述べるような見込みは、当時の客観

的な状況からして、およそ想定し難いものであった。被告人自身においても、

自己の債務状態の概要を認識していたのであるから、上記の見込みがおよそ想

定し難いものであることは認識していたといえ、そうである以上、被害者らか
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ら交付を受けた金銭を株式投資に充てるという被告人の思いは、客観的な状況

を度外視した単なる願望に過ぎず、このような思いをもって、被害者らから交

付を受けた金銭を株式投資に充てる意図があったと認めることはできない。 

なお、被告人は、契約内容に従った支払を一部の被害者に対して行っている

が、その支払はごく一部のものに過ぎず、被害者らに約束した支払を継続する

ことがおよそ不可能であったことに変わりはないのであるから、この点を踏ま

えても、上記結論は左右されない。 

６ 結論 

以上によれば、被告人は、被害者らに出資の勧誘をし、金銭の交付を受けた

時点において、その金銭を株式投資に充てることなく、他の出資者に対する元

本の返済等に費消する意図であるのに、それを秘し、株式投資運用に充てるか

のように装っており、被告人による欺罔行為が認められる。なお、判示第１の

事実においては、被告人は、被告人名義の保険の解約返戻金債権が、保険会社

からの借入れの返済に充当される見込みであるのに、それを秘して、同債権を

行使して損失を補填するかのように装ったことも認められる。 

以上で述べたところによれば、判示各事実について、被告人に詐欺罪の故意

があったことも明らかである。 

（量刑の理由） 

被告人は、多額の負債を抱え、被害者らから株式運用の資金として預かった金銭

を合理的期間内に株式投資に充てる意図はなかったにもかかわらず、３名の被害者

らから、言葉巧みに株式運用の資金名目でそれぞれ多額の現金をだまし取っている。

加えて、被告人は、判示第１の被害者に対し、実際にはオーバーローンであること

を告げずに保険証券の写しを交付して出資させ、判示第２の被害者に対しては、出

資のために借入れをさせてまでしてその金銭を詐取し、判示第３の被害者に対して

は、生命保険を解約させてまでして金銭を詐取しており、これらの点でも態様は悪

質である。 
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本件被害金額の合計は２８００万円と多額である上、被告人が判示第１及び第３

の各被害者に対して一部運用益として支払うべき金銭を交付している事実はあるも

のの、それ以上の被害弁済の具体的な見込みはない。 

もっとも、被告人が出資者から出資を受けて株式運用を行うというスキームは、

当初は実際に利益を出していたのであって、本件は、全く架空の投資話を持ち掛け

て金銭を詐取した事案とは異なり、多額の損失を出しながらも手仕舞いできずに自

転車操業を継続した末の犯行であることも考慮すべきである。 

以上に加え、本件被害者らが厳しい処罰感情を有していること、被告人に前科が

ないことなども踏まえ、主文の刑に処するのが相当であると判断した。 

（求刑 懲役５年） 

 令和７年１１月２１日 

金沢地方裁判所 

裁判長裁判官      伊 藤 大 介 

 

 

   裁判官      藤  本  思 帆 音 

 

 

   裁判官      谷  津  賢 太 郎 


